平成22年第2回定例会で可決された意見書
子どもたちの育ちを保障する保育環境の維持を求める意見書 


　本格的な少子高齢社会の到来と人口減少時代を迎え、社会の活力と未来への希望の源である子どもを産み育てることの重要性が、ますます高まっている。しかし、その一方で厳しい経済情勢を背景に母親の就労希望が増加していることなどから、保育所入所待機児童が激増しており、深刻な状況となっている。
　こうした中、我が国の将来を担う大切な子どもたちの健やかな育ちを支えていく保育所の役割は極めて大きくなっており、保育所の量的整備と質の高い保育環境の維持が不可欠である。
　現在、地方自治体においては、国の「新待機児童ゼロ作戦」に基づき交付された「子育て支援対策臨時特例交付金」により造成した「安心こども基金」を活用し、保育所の整備等に、鋭意取り組んでいるところである。
　しかし、保育所の整備等は急増する保育ニーズに追いつかず、待機児童の解消は喫緊の問題となっている。さらに、「安心こども基金」による保育所緊急整備事業等の期限も今年度末で終了の予定である。
　また、国では、幼保一体化の推進や保育所設置基準の緩和など、子ども・子育て支援に関わる仕組みを大きく変えようとしているが、このような制度改革が、保育環境と児童処遇の低下につながることはあってはならない。
　未来を担う子どもたちの健全な育成を支える保育環境の維持に向けて、国が財源を含め、責任を持ってその役割を果たすべきである。
　よって政府は、子どもたちの育ちを保障する保育環境を維持するため、「安心こども基金」の期限の延長・拡充や基金事業に係る地方負担の軽減を行うなど、地方自治体が地域の実情に応じ、創意工夫を活かした取組を展開できるよう国の支援制度を見直されるよう強く求める。
　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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